
令和 年 月 日

備中県民局長　殿

※１・どなたでも閲覧することができます。但し、書庫整理の都合上、1日につき１０件を上限とさせて
　　　いただいています。
　　・閲覧時間は9:00～12:00、13:00～16:30となっています。（土日・休日等の閉庁日を除きます。）
※２・閲覧書類のコピーや撮影、スキャナの使用等はできません。また、持ち出しもできません。
　　・閲覧の規則や職員の指示に従っていただけない場合は、閲覧の停止または禁止することがあります。
※３・建設業者は監理課ホームページで一覧を公表していますので、あらかじめ確認のうえ、許可番号順　
　　　に記載して提出してください。

行政庁記入欄

商号または名称許可番号

職業（会社名）

住所

氏名

所在地

建設業許可申請書の閲覧申請書

下記業者の の閲覧を申請します。建設業許可申請書及び変更届

運転免許証 健康保険被保険者証 マイナンバーカード その他（ ）


